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ナ
チ
ス
勢
働
配
置
四
原
理

ナ

チ

勢

働

配

置

ス労
働
配
置
の
意
義

ナ
チ
ス
の
所
間
務
働
配
置
(
旨
『
F
E
E
C
)

第
五
十
三
巻

七
阿

第

競

八

の

原

理

中

輿

Iリ1

之

}Ij 

と
は
総
ゆ
る
園
民
同
胞
(
〈
。
-f開
。
ロ
ま
詰
ロ
)
い
の
第
働
力
(
旨
Z
E
W
2
3
に
労
働
揚
所

る:;:
乙宮
と 苦
で誌
あ青
山(

、註を

かコ奥
やコへ
うる
か 己

政と
策士見
空言
行ず

はれ
るば
L 車患
にて

至の
てコ "" 
ft 民
現主事
由{動
内力

後長
長空
語『
す E
る，a
如 U

くを
誼 2主
義さ
上し

め
経ん
済が
上:!ii;
.に

祉勢

主審
与を 所
のを
他供
諸給
種す

の
理
由
に
基
〈
も
の
で
あ
る
が
、

一
言
に
之
を
要
す
る
な
ら
ば
、
闘
民
の
全
睦
的
編
利

2
2
5
Z。E
)
の
震
で
あ
る
。
絞
っ
て
そ
れ

は
庚
い
岡
家
政
策

(
Z
E
E
-
E
ε

む
一
部
を
注
す
も
白
で
あ
り
て
狽
自
白
政
策
的
領
値
一
を
も
つ
も
の
で
は
た
〈
闘
家
政
策
白
如
何

に
よ
り
て
麓
化
吐
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
性
質
D
も
む
で
あ
る
。
持
働
配
置
と
い
ふ
言
葉
も
政
策
も
ナ
チ
ス
に
よ
り
て
創
始
さ
れ
躍
系
付

貯
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
モ
白
萌
芽
は
枇
品
目
民
主
主
義
時
代
に
於
け
る
持
働
紹
介
や
職
業
紹
介
等
に
求
め
ざ
る
を
え
在
い
で
あ
ら

号
。
乍
併
そ
れ
ら
に
よ
り
て
行
は
れ
し
持
働
力
心
配
分
と
ナ
千
λ

の
労
働
配
置
と
は
根
本
的
に
具
る
も
の
と
た
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る

ての
ゐで
る1)あ
。る

古;j 。
時
千t
k 
』土

持
{動
』立
高
司
旧日

耳
" 
と
し
て

取
扱
』主
れ

第
一
に
ナ
チ
ス
の
持
働
配
置
政
策
は
根
本
に
於
で
持
働
市
易
〔

E
E
Z
E
Pる
と
い
ふ
自
由
主
義
時
代
の
概
念
を
排
し

そ
り
債
格
卸
ち
持
貨
は
持
働
白
需
要
と
供
給
止
の
掛
立
す
る
弊

働
市
揚
に
よ
り
て
決
定
せ
ら
れ
、
持
働
C
枇
舎
的
配
分
は
か
L
る
勢
賃
に
よ
り
て
、
卸
ち
第
貨
の
高
き
所
に
は
多
〈
白
勢
働
が
、
而
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し
て
そ
白
低
膏
所
に
は
僅
少
の
弊
働
が
流
れ
ゆ
く
己
と
に
よ
り
て
自
然
的
自
動
的
に
調
節

(
E
Z
E
E
n
U
2
E
u
m
H
9
5
)
せ
ら
Z
L
も

の
な
り
と
た
し
た
。
之
江
謝
し
て
ナ
チ
ス
は
材
質
働
は
人
格
に
し
て
商
品
に
非
や
と
友
す
の
み
友
ち
宇
、
所
叩
同
勢
働
市
揚
忙
よ
り
て
決

定
せ
ら
る
k
持
賃
に
よ
り
て
左
右
さ
る
t
A
H

宵
働
の
吐
曾
的
配
分
は
園
民
的
全
鰻
的
必
要
に
相
肱
せ
十
と
注
し
て
菩
来
の
持
働
市
場
政

策
を
す
て
た
の
で
あ
る
。
第
二
、
新
し
き
持
働
配
置
政
策
は
前
時
代
目
如
く
務
働
組
合
企
業
家
組
合
商
工
組
合
市
町
村
等
諸
種
の
公

皆
吉
=
持
品
『
古
)
の
流
れ
を
統
一
的
に
指
導
(
『
ロ
吉
田
巴
ぜ
ん
と
す
る
も
の
で
る
Z
。

4佐
'J 
~ 
」

ナ
チ
プ、

時
代
に
至
り
て

持
イ動
の
画E，、
ノJ

に

J~ Gerh町 dt，Deutsche Arbeits:-und Sozi.::Ilpolitik， S. 194-7 

私
の
機
闘
に
よ
る
個
別
的
・
部
分
的
泣
る
持
働
の
不
統
一
た
る
配
分
政
策
に
非
守
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
国
民
の
持
働
力
(
弔
問

E
R

闘
す
る
荷
動
は
綿
て
図
家
的
に
集
中
漏
占
せ
ら
る
ミ
己
と
な
り
私
的
な
努
働
紹
介
と
か
職
業
料
介
機
関
は
一
一
切
駿
せ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。
而
し
て
議
に
あ
ら
ゆ
る
図
民
の
労
働
力
と
は
労
働
揚
所
(
旨
r
E
ε
E
C
b
z求
め
っ
、
あ
る
弊
働
力
の
一
み
た
ら
宇
現
に
持
倒
蹴
係

に
置
か
れ
て
ゐ
る
持
働
力
を
も
含
む
。
蓋
し
既
に
弊
働
闘
係

K
置
か
れ
て
ゐ
る
第
働
力
に
は
改
め
て
勢
働
配
置
の
要
た
き
が
如
く
も

会
鎧
的
措
宵
倒
の
配
置
を
行
は
ん
が
煽
に
は

従
来
D
第
働
揚
所
主
同
盟
更
す
る
所
謂
持
働
交
換

(Edo-zEZV)
の
必
要
も
生
宇
る
が

故
で
あ
る
。
向
、

あ
ら
ゆ
る
拍
車
働
力
と
は
あ
ら
ゆ
る
地
域
あ
ら
ゆ
る
産
業
部
門
の
弊
働
力
を
合
む
己
と
は
一
百
ふ
ま
で
も
紅
い
。

三
、
持
働
の
配
置
は
前
時
代
に
行
は
れ
し
如
き
車
在
る
努
倒
の
紛
介

2
2
E
E百
四
)
や
持
働
の
可
能
性
の
提
供
に
非
宇
し
て
労
働
給

付
の
鵠
で
あ
る
貼
に
於
て
そ
れ
は
現
質
的
直
接
的
意
味
を
も
っ
。
ナ
チ
ス
の
葬
働
配
置
政
策
に
は
岡
家
政
策
白
立
場
か
ら
割
り
出
さ

れ
た
る
一
定
の
闘
民
的
総
務
働
給
付
が
計
査
さ
れ
議
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
少
く
と
も
現
階
段
に
於
て
は
ナ
千
ス
の
持
働
配
置
政
策
は
一

定
の
図
家
目
的
を
惑
す
る
震
の
計
霊
的
た
持
働
途
行
政
策
で
あ
る
。
持
働
の
配
置
が
曲
目
働
の
途
行
を
意
同
せ
ら
れ
て
ゐ
る
黙
に
於
て

そ
れ
は
持
働
力
を
労
働
揚
所
に
近
づ
貯
る
こ
と
に
非
守
し
て
寧
ろ
弊
働
力
を
弊
働
場
所
に
結
ぽ
ん
と
す
る
も
白
で
あ
る
と
も
い
ひ
う

る
で
あ
ら
う
。
乍
併
、
ナ
チ
ス
白
労
働
政
策
は
岡
家
格
力
に
よ
る
持
倒
。
強
制
化
を
意
味
す
ゐ
の
で
は
な
い
。
ナ
千
ス
園
家
は
弊
働

ナ
チ
ス
勢
働
配
置
白
原
理

第
五
十
二
巻

七
>L 

僚

腕

大，

第

2) 



十
チ
ス
捗
働
組
問
凪
白
原
理

七
ョそz

O 

第
五
十
二
巻

官事

揖

は
人
格
白
表
現
と
し
て
自
由
な
る
べ
き
を
不
動
の
原
則
と
な
し
亡
ゐ
る
。
帥
ち
労
働
は
各
人
が
岡
家
民
族
に
針
す
る
道
徳
的
義
務
と

し
て
各
人
の
能
力
・
希
望
に
よ
り
て
自
費
的
・
積
極
的
に
行
は
る
べ
き
も
り
に
し
て
岡
家
の
強
制
す
べ
き
も
の
に
非
や
と
せ
ら
れ
て

ゐ
る
り
で
あ
る
。
持
働
配
置
政
策
白
必
要
注
る
所
以
は
か
、
る
自
由
持
働
の
提
供
も
之
を
個
人
的
自
由
に
放
任
す
る
な
ら
ば
、
畑
町
働

揚
所
白
此
合
配
分
の
調
整
が
行
は
れ
や
且
又
園
家
政
策
上
白
必
長
と
合
致
せ
ざ
る
が
故
で
あ
る
。
弊
働
配
置
政
策
は
多
数
白
者
に
可

能
的
な
る
最
大
白
白
山
主
典
へ
ん
が
鴻
に
行
は
る
h
岡
家
D
指
導
で
あ
り
制
限
で
あ
っ
て
持
働
白
自
由
を
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
ボ

た
い
。
乍
併
、
経
済
白
計
叢
化
が
進
展
す
る
に
つ
れ
政
策
的
に
持
働
を
配
置
す
る
の
必
要
は
袋
々
大
と
な
り
従
っ
て
各
人
の
自
由
忙

封
す
る
限
制
も
ふ
へ
と
た
っ
て
ゆ
く
一
般
的
傾
向
白
否
み
え
な
い
と
と
は
ナ
チ
ス
も
之
を
認
め
て
ゐ
る
。

掛
町
働
配
置
は
L
L
4
辿
白
如
〈
持
働
給
付
白
震
で
あ
り
計
量
的
危
持
働
途
行
白
矯
の
一
政
策
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
白
政
策
に
は
い
ふ
ま
で

も
な
く
最
大
に
し
て
最
良
在
る
持
働
給
付
が
柚
既
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
労
働
配
置
は
単
に
あ
ら
ゆ
る
帥
労
働
力
を
残
り
危
ぐ
配
置

T
自己。

z
r宣
言
E
Eと
す
る
と
い
今
一
己
は
ピ
弊
働
力
と
労
働
場
所
と
り
数
量
的
た
均
術

(Egm宮崎
HMMω
己
唱

N
5
3
5
E
Z
E官
ロ
)
に
止

ま
る
べ
き
に
非
十
し
て
、
全
健
的
に
み
て
最
大
白
弁
働
給
付
を
あ
げ
う
る
様
に
慎
重
な
る
持
働
配
置

(2540口
o
E
E
Z
H
E
Z
N
)
を
必

す
る
白
で
あ
る
。
持
働
者
白
能
力
・
教
養
・
性
格
等
に
設
も
適
し
た
る
持
働
場
所
を
輿
へ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
原
則
は
己
れ
よ
り
生

ま
れ
出
づ
る
。
卸
ち
持
働
の
配
置
は
一
つ
に
は
持
働
力
白
数
量
的
配
分
の
調
整
を
意
味
し
他
に
は
持
働
白
質
的
配
分
白
調
整
を
意
味

す
る
。
而
し
で
か
や
う
な
持
仰
心
量
的
質
的
配
分
に
就
て
一
一
つ
白
根
本
的
た
問
題
が
生
や
る
。
一
は
労
働
揚
所
白
教
に
比
し
て
配
置

せ
ら
る
べ
き
葬
働
力
θ
不
足
白
場
合
で
あ
り
他
は
前
者
に
針
し
て
後
者
の
過
剰
白
揚
合
で
あ
る
。
前
白
揚
合
に
は
献
労
働
時
間
白
延
長

と
か
機
械
の
利
用
又
は
持
働
白
再
教
育
や
弊
働
の
保
護
政
策
等
が
常
然
問
題
に
な
る
が
結
局
に
於
て
は
人
白
問
題
と
た
ら
ざ
る
を
え

ね

而
し
て
後
の
揚
合
剖
ち
提
供
せ
ら
る
ミ
持
働
力
に
比
し
て
仕
事
揚
所
の
不
足
す
る
揚
合
に
は
図
家
と
し
て
は
努
働
時
聞
の
煩
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峠
刷
機
械
排
斥
等
の
姑
息
的
手
段
を
講
じ
う
る
も
結
局
は
持
働
を
新
に
創
出
す
る
の
政
策
ナ
チ
ス
白
所
謂
持
働
創
出
政
策
官
E
E
Z
Z

M
O
E
F国間
m官】
Hzr)
を
と
る
の
外
根
本
的
た
解
決
方
法
は
な
い
。
持
働
配
置
政
策
は
か
く
の
如
〈
し
て
、
枇
合
政
策
・
文
化
政
策
・
財

政
政
策
等
と
密
接
不
離
白
闘
係
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

(
詰
一
)
竺
ノ
・
マ
イ
シ
品
ト
レ
(
同
ロ
E
E
a
E
d
)
は
闘
民
り
努
働
力
は
唯
一
白
財
産

(EE-開。同同
E5rzg)
で
あ
る
恥
ら
使
用
さ
れ
ず
に
放
棄
さ

れ
て
ゐ
る
相
官
働
力
は
最
大
白
浪
費
で
あ
る
。
閣
民
に
と
り
で
は
彼
に
興
へ
ら
れ
而
し
て
各
側
の
閤
民
同
胞
忙
自
然
的
に
輯
告
さ
れ
央
る
勢
働
力
は
一

目
鰍
慣
値

(
O
H
E
C
E
P
Z是
正
を
有
す
る
か
ら
、
勢
働
配
置
(
〉
Fo--BEEN)
と
は
捧
働
者
を
勢
働
場
所
に
も
た
ら
す
こ
と
(
=
耳
目
F
E
m
mロ
晶
君

k
r
F
2
5
3
2
島

E
h
p
F
a
g
-
-
a
N
)、
即
ち
従
来
の
用
語
の
意
味
に
於
け
る
努
働
の
紹
A
Y
(
〈

t
g
E
E回
向
)
に
非
ず
し
て
、
総
岡
民
的
勢
働
問
産
そ
努
働

勺

の
場
所
に
配
世
ず
る
こ
と

2
E
肘

E
E
g
g
-日
間
2
2
6窓
口

2
F同
n
v
E
〉同
Z
E
4
0
5
8
2
2
2
骨
ロ
盟
E
o
p
a日
〉
F
Eと
を
意
味
す
る
と
な
す
。

(
註
ニ
)
ヨ
・
ゲ
ル
ハ
ル
ト
は
人
間
勢
働
力
の
利
用
は
勢
働
場
所
(
K
W

岡宮
EMMVZ)
に
於
で
の
み
行
は
れ
る
。
勢
働
の
需
市
費
供
軸
の
自
由
な
る
自

己
均
衡

2
0円
宮
沼
田

m
-
Z
E訪
問

E
O
Z
F続
々
行
は
乱
ざ
る
こ
と
甚
し
〈
な
れ
ば
国
民
的
問
家
的
必
要
か
ら
勢
働
力
の
計
章
的
指
導

Q
F
B
B
r凶凶向。

『
再
E
明
品
。
同
旨
げ
OMmmw品
20V
と
し
て
の
勢
働
配
誼
が
必
要
&
な
っ
て
謀
る
と
い
ふ
吋

勢
働
配
置
政
策
の
沿
草

弊
働
配
置
政
策
は
ナ
ア
ス
特
有
の
意
味
を
も
っ
一
も
の
で
あ
る
が
、
，
既
に
述
べ
し
如
く
そ
れ
は
忽
然
止
し
て
現
は
れ
し
も
の
一
に
非
宇

し
て
そ
の
萌
芽
は
奮
時
代
の
持
働
紹
介
十
峨
業
紹
介
に
之
を
求
め
ね
ば
友
ら
ね
。
以
下
今
日
の
努
働
配
置
政
策
に
宅
る
ま
で
の
沿
革

を
述
べ
ゃ
う
。

4
、
世
界
大
戦
前
の
持
働
配
置
は
極
め
て
制
限
さ
れ
た
程
度
に
於
て
僅
か
し
か
行
は
れ
て
ゐ
左
か
っ
た
ロ
持
働
配
置
に
就
て
計
葺

的
左
岡
家
政
策
は
存
せ
十
、
否
、
首
時
白
自
由
主
義
園
家
は
寧
ろ
捧
働
力
白
構
成
的
危
指
導
に
封
し
て
反
劃
を
た
し
た
。
か
〈
し
て

持
働
紹
介
(
骨
『
苦
5
E
E
E四
)
は
持
働
者
組
合
・
使
用
入
組
合
・
企
業
家
組
合
・
農
業
舎
議
所

(
Eロ白書
h
Z
E出
品
目
E
n
c・
同
業
組
合

ナ
チ
ス
勢
働
配
慌
の
匝
理

第
五
十
二
巻

七
七

告害

規
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品

Y

チ
λ

捗
働
配
置
白
原
理

傍
五
+
二
容

七

"、

察

捜

{同日
E
m何
回
)
・
枇
合
事
業
そ
白
他
公
共
闘
関
等
多
数
の
機
闘
に
上
り
て
行
は
れ
し
が
、
相
互
の
聞
に
連
絡
も
在
く
種
々
の
見
地
か
ら
各

特
別
利
得
の
震
に
行
は
れ
て
ゐ
犬
。
然
し
首
時
は
か
h
る
個
人
主
義
的
た
自
動
的
な
持
働
の
需
給
調
節
で
事
足
っ
た
の
で
あ
る
。
蓋

し
岡
家
統
一
白
な
れ
る
以
後
の
濁
海
経
済
は
世
界
戦
争
の
始
ま
る
ま
で
は
上
昇
の
一
方
主
辿
る
白
み
に
し
て
大
砲
に
於
て
持
働
の
需

要
は
増
す
許
り
で
あ
っ
た
。
而
し
て
都
市
に
於
け
る
工
業
白
移
し
き
帥
労
働
の
需
要
は
間
断
な
雪
農
民
の
離
村
(
『
民
生
ロ
の
吉
)
や
外
岡
持

働
者
の
移
入
に
よ
り
て
略
々
充
さ
れ
、
経
済
的
不
況
の
時
代
に
は
、
過
剰
持
働
が
囲
内
的
園
外
的
移
動
移
出
す
る
に
よ
り
て
或
は
か

h
h

る
時
期
に
特
に
裂
建
し
た
る
建
築
経
済
等
に
吸
牧
せ
ら
れ
て
英
大
な
る
失
業
者
主
出
す
と
と
な
く
し
て
済
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
然

し
営
時
の
人
々
は
移
し
昔
と
り
離
村
の
現
象
が
持
働
の
配
分
上
構
造
的
愛
化
を
資
ら
し
且
つ
猟
逸
凶
民
生
活
に
と
り
て
の
危
機
を
醸

成
し
つ
a
A

あ
る
こ
と
を
知
ら
友
か
っ
た
。
今
日
白
持
働
配
置
政
策
は
一
に
は
酋
時
白
無
思
慮
な
る
労
働
移
動
の
結
果
現
は
れ
た
弊
害

を
克
服
せ
ん
た
め
忙
生
ま
れ
た
も
D
で
あ
る
。

回
、
世
界
戦
争
が
勃
獲
す
る
に
及
ん
で
人
々
は
始
め
て
戦
前
に
政
府
は
何
ら
の
労
働
市
場
政
策
を
行
は
ぎ
り
し
こ
と
、
勢
働
配
置

の
矯
に
何
ら
遁
官
在
る
組
織
と
機
闘
を
有
し
た
い
と
と
を
知
っ
た
。
軍
需
工
業
そ
白
他
重
要
経
済
部
門
に
於
て
出
征
軍
人
白
代
り
と

左
る
も
白
白
針
策
は
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
左
〈
、
食
糧
の
自
給
自
足
政
策
を
樹
て
て
も
農
村
冊
目
働
紙
乏
の
潟
に
そ
白
殺
果
を
皐
げ
え
在
か

っ
た
。
戦
時
経
済
に
於
け
る
労
働
力
の
不
足
は
軍
需
工
業
以
外
白
他
白
部
刊
に
於
て
も
粧
替
白
縮
少
停
止
を
齢
儀
た
〈
せ
し
め
一
九

一
四
年
の
八
月
に
は
早
〈
も
前
月
心
入
俗
の
失
業
者
E
出
し
之
を
念
卒

ι克
服
す
る
曲
目
的
配
置
政
策
は
友
か
っ
た
。
狽
品
唱
に
於
て
は

つ
ま
り
軍
事
動
員
は
よ
〈
考
慮
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
経
済
的
動
員
殊
に
労
働
配
置
。
領
域
は
全
く
不
準
備
で
あ
っ
た
E
と
を
暴
露
す
る

に
至
。
h
k

白
で
あ
る
。

ハ
、
世
界
戦
争
後
に
は
先
づ
六
百
寓
に
も
上
る
蹄
還
兵
の
戯
職
問
題
を
惹
起
し
た
。
最
一
初
、
戟
守
参
加
者
は
郷
土
に
確
賓
に
持
働



場
所
在
獲
得
す
る
迄
は
軍
隊
に
止
ち
台
し
る
方
針
白
下
に
徐
る
に
そ
の
解
決
を
閏
ち
ん
と
し
た
が
、
停
戦
協
定
保
件
の
矯
に
や
む
を

え
A
V
そ
れ
は
放
棄
せ
し
め
ら
れ
た
。
か
く
て
同
家
は
酬
明
争
参
加
者
に
し
て
職
を
み
つ
け
え
ざ
る
失
業
者
の
生
活
は
岡
家
的
に
保
設
す

る
ム
」
い
ふ
法
俸
を
一
九
一
八
年
十
二
月
十
三
日
に
護
布
し
た
が
之
も
亦
財
政
上
の
理
由
に
よ
り
て
行
ひ
え
ぎ
る
と
と
t

、
在
っ
た
。
岡

家
は
今
や
強
大
に
し
て
包
括
的
な
る
持
働
配
置
政
策
を
樹
つ
る
の
外
た
き
こ
と
を
売
る
に
至
り
、
大
規
模
在
る
持
働
配
置
政
策
を
樹

た
て
る
も
白
の
圏
内
動
飢
の
弱
に
妨
げ
ら
れ
、
且
又
経
消

a

フ
ロ
ッ
ク
や
位
凶
介
経
前
混
飢
の
矯
に
経
楠
岡
井
の
前
途
忙
封
ず
る
抽
出
測
が
不

可
能
と
な
り
し
た
め
、
弊
働
配
置
政
策
は
さ
し
首
り
従
業
関
係
を
一
一
際
整
へ
る
と
と
L
し
、
特
に
戦
争
参
加
者
を
強
制
的
に
か
れ
ら

D
t
酋
峨
揚
に
配
置
す
る
己
と
h

し
た
。
之
が
幸
に
成
功
し
て
一
九
一
九
年
頃
ま
で
に
は
大
部
分
白
出
征
軍
人
の
失
業
は
克
服
せ
ら
れ

た
。
向
征
軍
人
の
復
職
問
題
は
一
底
解
決
つ
き
た
る
も
の
¥
窮
迫
せ
る
湖
急
経
済
界
の
情
勢
殊
に
イ
ン
フ
ラ
チ
オ
V

の
た
め
に
続

向
す
る
波
務
者
と
失
業
者
と
は
袋
々
凶
家
主
し
て
統
一
的
計
書
的
た
る
持
働
配
置
政
策
の
必
要
を
痛
感
せ
し
め
て
途
に
、

ゴL

O 

年
に
は
岡
家
白
勢
働
紹
介
局
(
問
。

E
Z
E
E
皆
吉
σ耳
E
E
E
m
)を
作
り
、

一
九
二
二
年
に
は
弊
働
紹
介
法
官
庁
Z
E
E
O
V
5
5唱
EN)

を

一
九
二
七
年
に
は
労
働
紹
介
及
び
失
業
保
険
の
法
律

220gzvE
旨
E
z
g
E
Eロ昌
d
z
r
E
E
2
5
2
E
W
3
3開
)
を
設
布

す
る
に
至
り
、
そ
れ
ら
が
枇
曾
民
主
主
義
時
代
白
勢
働
配
置
政
策
の
支
柱
を
友
ず
に
至
っ
た
。
失
業
に
封
し
て
政
府
は
か
ミ
る
立
法

的
野
策
を
講
じ
た
る
も
白
L
濁
逸
経
済
界
D
沈
滞
と
共
に
年
々
増
加
し
て
ゆ
〈
失
業
者
数
は
、
政
府
を
し
て
失
業
手
首
を
興
ふ
る
と

共
に
、
従
来
D
葬
働
紹
介
を
更
に
一
段
と
幾
度
せ
し
め
て
地
方
的
の
み
な
ら
や
之
を
全
国
的
に
及

r
f
E
と
誌
な
し
た
。
州
問
働
紹
介

を
擁
張
す
る
と
共
に
一
九
二
二
年
に
は
「
自
由
弊
働
奉
仕
」

(
F
E
Z
-唱
〉
べ
r
o
u
t
E
m
F
)
も
創
始
せ
ら
る
L

に
至
り
後
年
の
園
家
的
持

働
奉
仕
へ
白
端
緒
を
拓
い
た
。
之
と
同
時

K
枇
曾
民
主
主
義
時
期
の
末
期
比
は
各
種
白
緊
急
的
救
済
事
業
も
始
め
ら
れ
て
努
働
を
創

出
ナ
る
に
至
っ
た
。
以
上
の
如
き
奮
時
代
の
諸
経
験
が
ナ
チ
ス
時
代
に
至
り
て
弊
働
配
置
政
策
と
し
て
今
日
の
如
〈
慣
系
つ
け
ら
る

ナ
チ
ス
勢
働
配
置
田
原
理

第
五
十
二
容

-l1 
大a

俸

鵠



ナ
チ
ス
捗
働
問
置
田
原
理

第
五
十
=
巻

A 

O 

官事

故

四

h
A

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
の
持
働
配
置
政
策
に
閲
す
る
法
律
的
根
擁
を
あ
ぐ
れ
ば
次
の
如
し
。

ー
、
一
九
三
一
一
一
年
一
一
一
月
三
目
、
農
村
手
停
に
開
1
て
ラ
イ
ヒ
白
「
勢
働
紹
介
及
び
失
業
保
険
官
署
L

長
官
白
命
令

m
m
H
n
r
E
E
z
r
E同
〉
F
O
M
m
m
E
E
-
E問
zpιhvHVO戸
E
C
m
E
A呂
田
-
o
v
R
E
m
Z
F
同開国代田口問。

2
、
一
九
=
二
一
一
年
六
月
一
目
、
央
業
減
少
の
錦
町
法
律
(
白
白
布
陣
N
N日
〈
耳
目
百
骨
E
B
m
島
R
K
，F
g
E
E
-
m『
5

8
、
同
年
九
月
三
十
一
日
、
右
第
二
法
律

4
、
一
九
=
一
山
年
五
月
十
五
日
、
勢
働
配
置
の
統
制
法
(
の
自
己
N
E同
固
め
向
。
E
回
同
骨
ω
k
p
F
W
E
-
E
z
z
o
u〕

5
、
一
九
三
凹
年
八
月
+
目
、
勢
働
力
配
分
に
闘
す
る
命
令
(
〈
2
2
E
E田
島
百
円
告
ぬ
ぐ
2
0口
百
聞
き
ロ
〉
F
E
Vぜ
巴
自
)

6
、
一
九
一
一
一
同
年
八
月
二
十
八
日
、
勢
働
力
配
分
に
就
て
白
指
令
(
〉
Z
E自
己
肉
事
官
岳
町
〈
α号
出
E
m
S回
〉
司
『
告
官
民
百
回
)

7
、
一
九
三
凹
年
十
二
月
二
十
九
日
、
事
門
金
属
工
の
捗
働
配
世
に
闘
し
て
ラ
イ
ヒ
官
署
長
官
の
命
令
(
〉
E
己
ロ
E
m
a
E
F
E
Z
2
5白
骨
同

問。
-
n
v
Z
E
E
-
m
z宮
岡
骨
国
守
宮
去
の
E
E
N
g
D
向。
-
E
E
E
冨
Z
色
白
宮
』
宮
崎
ロ
)

8
、
一
九
三
一
五
年
二
月
二
十
六
日
、
勢
働
手
帖
探
用
に
闘
す
る
法
律
(
。
。
話
再
N
Z
Z同
色
町
開
E
E
r
H
S
m
o
5
2
〉
同
官
官
官
。
Z
4

9
、
一
九
三
五
年
二
月
=
十
六
日
、
農
業
努
働
力
白
需
要
充
足
白
筋
白
接
待
(
白
宮
E

E
阿
国
O
E
Z高
E
m
s
E
出
向
骨
事
骨
『

H
L
W
E
d
s
E
n
v
p
p

自
品
〉
P
2同

u
r
E『
MmHd)

〆

日
、
一
九
三
六
年
寸
一
月
七
日
、
凹
ヶ
年
計
量
逮
行
白
錦
町
停
一
次
法
骨
l
専
門
努
働
者
の
後
続
者
自
確
保
に
閥
L
て
1

日
、
一
九
三
六
年
十
一
月
七
日
、
四
ヶ
年
計
壷
逮
行
の
鎮
の
第
二
主
法
令
輯
及
び
金
属
幅
憐
の
岡
家
蹴
策
経
済
政
策
的
重
要
な
る
怪
務
の
錦
に
金
扇

勢
働
者
白
需
要
在
確
惇
せ
ん
と
す
る

l

目
、
一
九
三
六
年
十
一
月
七
日
、
問
ヶ
年
計
壷
謹
行
白
鈷
の
第
三
夫
法
令

l
金
脇
勢
働
者
及
び
建
築
専
門
勢
働
者
の
職
業
復
蹄
に
就
て

1

目
、
一
九
一
一
一
六
年
l
一
月
七
日
、
四
ヶ
年
計
葺
盈
布
目
錦
白
第
四
主
揖
帝
国
家
政
策
上
並
に
経
済
政
策
上
重
要
な
る
建
築
計
量
の
矯
に
勢
働
力
及
び

建
築
喪
材
を
確
保
せ
ん
と
ナ
Z
ー

ー

H
、
一
九
三
六
年
I
一
月
七
日
、
四
ヶ
年
計
量
謹
行
白
錦
の
策
王
去
法
令

l
年
長
サ
ラ
9
1
マ
ン
の
就
業
に
閥
ナ
る
|

日
、
一
九
一
一
一
六
年
I
一
月
七
日
、
問
ヶ
年
計
責
建
行
白
鋳
白
山
県
六
究
法
令

l
金
属
勢
働
者
A
F
建
築
捗
働
者
自
募
集
及
び
紹
介
に
常
り
て
符
披

(図。
P
E
句。ユ
WHMNOM唱
目
)
を
禁
ず
る

(開己
Eω
島内
uvHVMr己
o
E
o
p
仏日



目
、
一
九
一
一
一
六
年
十
二
月
二
十
二
日
、
四
ヶ
年
計
書
途
符
円
錦
町
第
七
主
法
令
勢
働
閥
樺
の
違
法
的
解
除
防
止
に
闘
し
て

l

d
、
一
九
三
七
年
三
月
十
一
日
、
金
周
努
働
者
の
努
働
配
置
令

労
働
配
置
政
策
の
必
要

同
町
働
配
置
政
策
は
そ
の
沿
革
に
於
て
述
べ
し
如
く
貫
際
的
必
要
よ
り
生
ま
れ
し
も
の
た
る
が
、
ナ
チ
ス
が
組
側
逸
経
済
を
再
建
せ
ん

と
す
る
に
首
り
て
、
そ
れ
は
又
自
ら
理
論
的
に
も
必
要
紙
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
み
な
っ
て
来
た
。

N
M
下
、
苔
人
は
便
宜
の
矯
め
弊
位

配
置
政
策
白
必
要
を
賞
際
的
と
却
論
的
と
の
二
う
に
大
別
し
て
腫
系
付
け
て
み
や
う
と
考
へ
る
。

A 

寅
際
的
必
要

持
働
配
置
政
策
を
賞
際
上
必
要
?
と
す
る
重
大
在
る
問
題
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
ナ
チ
ス
の
政
椛
獲
得
首
時
に
存
し
た

E
大
た
る
敷

に
上
れ
る
失
業
の
克
服
で
あ
り
他
は
ナ
チ
ス

D
新
経
済
政
策
に
於
け
る
所
謂
四
ヶ
年
計
聾
白
途
行
で
あ
る
。

4
、
失
業
克
服
問
題

相
判
唱
曜
に
於
け
る
失
業
者
数
は
一
九
三
二
年
九
月
に
は
五
百
寓
と
い
は
れ
し
が
一
九
三
二
年
か
ら
三
三
年
に

か
け
て
白
冬
期
に
途
に
六
百
寓
を
超
ゆ
る
に
至
っ
た
。
尤
も
そ
れ
は
統
計
に
把
へ
ら
れ
た
る
数
字
に
し
て
統
計
に
把
へ
ら
れ
ざ
る
所

潤
口
に
み
え
ざ
る

(
E
E
V
F
E
)
失
業
者
を
数
ふ
れ
ば
七
百
高
を
突
破
し
た
と
い
は
れ
る
。
而
し
て
常
時
白
調
逸
に
於
て
生
業
に
従

事
し
う
る
能
力
あ
る
労
働
者
・
使
用
人
は
合
計
二
千
六
十
寓
と
概
算
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
ナ
チ
ス
政
樺
獲
得
営
時
は
僅
か
に
千
百
五

+
寓
が
剖
ち
約
五

O
%が
賓
際
上
仕
事
に
従
事
し
て
ゐ
た
に
す
ぎ
左
い
。
相
側
品
過
の
第
働
者
及
び
使
用
人
は
調
泡
全
国
民
白
約
三
分
む

一
を
占
め
て
ゐ
る
と
註
さ
れ
る
が
、
右
白
如
く
そ
の
三
分
の
一
の
約
五

O
Mが
従
業
し
て
ゐ
た
い
と
ナ
れ
ば
概
算
し
て
岡
民
の
六
分

の
一
国
ち
圃
氏
六
人
の
中
一
人
は
失
業
者
で
あ
っ
た
と
い
ひ
う
る
の
で
あ
る
。
か
〈
白
如
昔
豆
大
た
数
字
に
上
る
失
業
者
群
の
費
生

ナ
チ
ス
勢
働
配
慌
の
原
理

停
王
十
二
巻

第

概

主

丹、
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ナ
チ
ス
勢
働
離
置
の
原
理

第
五
十
二
容

F又

第

競

六

し
た
と
と
そ
れ
自
慢
が
枇
合
民
主
主
義
末
期
白
調
逸
が
奈
落
の
底
に
波
落
し
て
ゐ
た
と
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
文
E
の
失
業
が

経
済
上
財
政
上
の
重
座
と
な
り
祉
舎
上
。
弛
綾
と
な
っ
て
再
び
潤
逸
を
し
て
鵡
ち
上
が
る
と
と
能
は
ざ
る
も
の
党
ら
し
め
て
ゐ
た
の
一

で
あ
る
。
特
に
政
権
を
獲
得
し
た
る
ナ
チ
ス
が
何
よ
り
も
先
に
解
決
ナ
ベ
曹
は
、
而
し
て
多
年
か
れ
ら
白
政
治
運
動
に
於
て
同
艮
に

公
約
し
来
れ
る
は
と
白
失
業
白
克
服
で
あ
っ
た
。
己
れ
己
そ
園
民
白
死
活
白
問
題
で
あ
る
白
み
友
ら
や
ナ
チ
ス
政
権
が
人
心
を
収
撹

し
う
る
か
否
か
の
最
初
白
試
金
石
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
が
所
謂
「
失
業
克
服
の
闘
争
」
(
同
m
目
立
問
。
凹
S
a
a
r
e
s
t
-
E
m
E
R
)
を
勇
敢
に

開
始
し
た
と
と
は
営
然
で
あ
っ
た
と
い
は
ね
ば
友
ら
ぬ
の
さ
て
七
百
寓
以
上
陀
も
上
る

E
大
な
る
失
業
を
如
何
忙
し
T
一
克
服
す
べ
き

か
が
問
題
と
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、

ナ
千
ス
は
失
業
白
原
因
に
は
敗
戦
に
よ
る
制
逸
経
済
の
疲
弊
世
外
経
済
白
影
響
・
技
術
白
進

歩
・
階
級
闘
争
等
種
々
の
原
因
を
数
へ
う
る
が
、
そ
れ
ら
白
有
力
な
る
原
因
白
一
と
し
て
弊
働
人
口
白
地
方
的
産
業
的
配
分
の
不
均

衡

(ロ
ggmom-回

n
r
E
z
z
z
g
m官。司。
5
8島
陸
自
)
を
あ
げ
ぎ
る
べ
か
ら
や
と
な
し
た
。
邸
ち
持
働
人
口
は
地
域
的
に
み
れ
ば
都
市

殊
に
大
都
市
に
集
中
し
て
農
村
に
は
寧
ろ
快
乏
を
呈
し
産
業
的
に
み
れ
ば
工
業
・
商
業
・
交
通
業
・
保
健
衛
生
業
等
に
多
〈
集
中
し

て
農
業
林
業
に
は
曲
目
力
心
不
足
を
生
じ
て
ゐ
る
欣
態
で
あ
る
。
か
く
し
て
都
市
殊
に
犬
都
市
白
温
刺
持
働
は
失
業
と
な
っ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
、
今
日
ま
で
そ
れ
を
知
り
つ
誌
も
所
謂
自
由
主
義
的
経
済
思
想
に
凶
は
れ
て
弊
働
白
配
分
を
地
域
的
産
業
的
に
調
整
す
る

白
策
を
樹
て
え
た
か
っ
た
。
乍
併
、
ナ
チ
ス
は
今
日
七
百
寓
を
超
ゆ
る
如
雪
失
業
者
の
一
存
す
る
場
合
、
そ
の
失
業
の
克
服
は
従
前
の

如
昔
持
働
紹
介
や
職
業
紹
介
の
如
き
姑
息
在
る
方
法
主
以
て
し
て
は
到
底
解
決
し
う
る
も
の
に
非
十
、
岡
市
北
的
に
全
地
域
・
全
産
業

に
亙
り
て
勢
働
力
D
遁
E
た
る
配
分
を
た
ず
白
外
友
く
、
之
が
震
に
は
或
は
既
停
の
弊
働
の
配
分
関
係
に
岡
家
が
干
渉
し
或
は
将
来

の
弊
働
の
流
れ
〔
旨
官
民
印
刷

gE)
を
制
限
し
指
導
す
る
と
と
は
止
む
を
え
ざ
る
必
要
注
る
と
と
た
り
と
在
ず
に
至
っ
た
。

印
ち
E
大

な
る
失
業
を
克
服
せ
ん
が
矯
に
遂
に
ナ
チ
ス
は
園
民
の
持
働
力
を
全
部
的
に
直
接
同
接
に
管
理
し
そ
の
配
置
を
国
家
的
に
指
導
す
る



の
所
謂
持
働
配
置
政
策
を
と
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ロ
、
新
経
済
政
策
白
途
行

ナ
チ
ス
が
政
権
獲
得
以
来
は
所
謂
民
族
共
同
慌
(
く
己
『
唱
g
a
E岳
民
同
)

の
建
設
を
目
指
し
て
一
路
藩

進
す
る
に
至
っ
た
白
で
る
る
が
、
そ
の
潟
に
は
奮
来
D
枇
曾
開
制
を
鑓
草
す
る
と
同
時
に
政
治
・
経
済
・
粧
曾
・
文
化
等
の
あ
ら
ゆ

る
領
域
に
亙
り
て
草
新
的
建
設
的
政
策
を
樹
て
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
。
就
中
、
新
経
済
政
策
の
樹
立
と
そ
緊
急
中
の
緊
急
事
と
託
さ

れ
た
。
蓋
し
前
遁
の
一
如
〈
濁
逸
岡
民
大
衆
に
と
り
て
の
死
活
問
題
と
在
っ
て
ゐ
る
巨
大
な
る
教
の
失
業
主
克
服
せ
ん
に
も
経
済
政
策

白
樹
て
直
し
を
必
要
と
す
る
白
み
な
ら
十
、
調
逸
の
一
針
外
政
策
敢
行
白
上
に
も
経
消
政
策
が
根
本
的
重
要
さ
を
も
つ
に
至
れ
る
が
故

ナ
チ
ス
は
濁
逸
窮
乏
の
根
本
原
悶
を
ヴ
ィ
ル
サ
イ
ユ
保
約
並
び
に
そ
れ
の
生
め
る
所
謂
ヴ
ィ
ル
サ
イ
ユ
値
制
に
あ
り
と
た

し
、
己

D
ヴ
ィ
ル
サ
イ
ユ
保
約
を
破
棄
し
ヴ
ィ
ル
サ
イ
ユ
樫
制
を
破
壊
す
る
と
と
を
黛
の
綱
領
(
僻
一
一
)
に
も
掲
げ
て
闘
争
を
績
け
て
来

た
D
で
あ
る
が
、
己
の
と
と
た
る
や
無
論
岡
際
的
殊
に
英
悌
の
大
な
る
反
謝
に
遭
ふ
己
と
は
火

AE晴
る
よ
り
も
明
か
で
あ
る
。
認
に

於
て
ナ
チ
ス
は
ナ
チ
ス
白
封
外
政
策
を
敢
行
せ
ん
に
は
到
底
戦
争
は
売
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
在
し
て
政
権
獲
得
と
同
時
比
準
戦
時

で
あ
る
。

障
制
の
準
備
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
準
戦
時
値
制
の
錫
に
先
づ
二
つ
の
犬
た
る
問
題
の
解
決
を
念
い
だ
。

一
は
食
糧
の

自
給
自
足
で
あ
り
他
は
軍
備
の
充
賓
で
あ
る
。
食
糧
の
自
給
自
足
政
策
を
樹
つ
る
に
至
れ
る
は
前
世
界
大
戦
に
於
け
る
苦
昔
経
験
に

基
〈
。
周
知
白
如
く
前
世
界
大
戦
に
於
け
る
凋
逸
四
敗
因
は
武
力
戦
よ
り
も
経
済
戦
わ
け
で
も
食
糧
封
鎖
を
う
け
し
忙
よ
る
。
帥
ち

営
時
の
濁
品
曜
は
食
糧
白
一
部
を
格
外
に
仰
い
で
ゐ
た
が
聯
合
岡
心
海
上
封
鎖
に
よ
り
て
そ
白
糧
遣
を
断
た
れ
た
の
一
で
あ
る
。
ナ
チ
ス

が
食
糧
白
自
給
自
足
白
擁
立
を
準
戦
時
憶
制

ω根
本
友
り
と
及
せ
る
は
再
び
前
大
戦
に
於
け
る
如
き
央
敗
を
糠
り
返
さ
い
畠
る
が
偶
に

は
営
然
白
己
と
で
あ
る
。
次
に
準
戦
時
韓
制
白
馬
に
軍
備
の
充
賞
の
一
必
要
注
る
は
い
ふ
ま
で
も
左
い
が
、

モ
れ
が
震
に
は
ず
ィ
ル
サ

イ
ー
僚
約
に
上
り
て
極
度
に
縮
少
せ
ら
れ
て
ぬ
た
軍
備

E
再
建
す
ぺ
〈
、
即
ち
陸
梅
・
空
軍
白
犬
撰
張
を
行
は
ね
ば
た
ら
た
〈
な
っ

ナ
チ
ス
勢
働
配
置
の
陣
圏

第
五
十
二
巻

ノ、
= 

静

観

七



ナ
チ
ス
勢
働
配
置
白
原
理

第
五
十
て
巷

/、
四

事

現

"‘ 

た
。
第
一
白
食
糧
白
自
給
自
足
政
策
の
潟
に
は
農
業
の
生
産
力
を
高
田
展
さ
せ
る
の
外
在
く
、
之
が
震
に
は
農
業
並
ぴ
に
農
村
を
再
建

せ
ね
ば
た
ら
ぬ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
農
業
界
働
力
の
充
賓
が
そ
の
前
提
を
注
す
の
で
あ
る
。
然
る
に
営
時
農
村
券
働
力
は
不
足
し
て

ゐ
て
到
底
己
白
闘
策
的
要
求
に
肱
じ
え
友
い
こ
と
を
明
に
し
た
。
都
市
に
は
潟
す
己
井
一
た
〈
し
ず
一
昔
め
る
数
百
寓
白
失
業
者
が
あ
る

白
に
農
村
に
は
震
す

E
と
多
く
し
て
人
在
き
に
苦

ιむ
を
い
ふ
が
如
き
矛
盾
は
、
同
家
が
と
れ
を
全
局
的
立
揚
よ
り
之
を
解
決
ナ
ペ

き
も
の
左
り
と
せ
ら
る
ミ
に
至
っ
た
。

と
れ
新
経
済
政
策
が
弊
働
配
置
を
必
要
た
り
と
す
る
に
至
れ
る
根
本
的
在
理
由
の
一

で
あ

る
。
失
に
濁
逸
図
防
の
再
建
が
前
建
の
如
〈
陸
海
空
軍
の
大
讃
張
と
な
り
そ
れ
は
又
同
時
忙
軍
航
飛
行
機
そ
の
他
軍
需
品
干
軍
事
施

設
白
構
築
と
た
り
て
、
誌
に
も
一
般
持
働
者
心
外
特
に
鍛
・
金
属
・
建
築
専
聞
の
持
働
者
の
易
し
き
需
要
を
生
む
に
至
っ
た
。
然
る

に
己
れ
ら
白
専
問
持
働
者
(
司
自

E
F
E
E
)
は
到
底
そ
り
需
要
に
胞
じ
切
れ
む
と
と
が
明
托
さ
れ
る
に
至
り
、
い
か
に
し
て
不
足
せ
る

専
問
持
働
者
白
配
給
主
調
節
す
る
か
と
い
ふ
乙
と
が
大
問
題
と
た
っ
て
来
た
。
こ
れ
が
新
経
済
政
策
に
於
て
勢
働
配
置
が
必
要
と
在

っ
て
来
た
第
二
の
根
本
的
理
由
で
あ
る
。

(
龍
一
一
一
)
ナ
チ
ス
の
新
経
済
政
策
は
所
調
問
ケ
年
計
費

(
3
2昼、
2
1
E
)
白
名
白
下
に
着
々
逢
行
せ
ら
れ
て
痕
た
。
第
一
次
阿
今
年
計
寄
は
一
九
コ
一

三
年
か
ら
三
六
年
ま
で
を
、
而
し
て
第
二
次
回
ヶ
年
計
書
は
一
九
三
六
年
よ
り
問
。
年
に
跨
率
。
ナ
チ
ス
は
政
椴
獲
得
と
同
時
に
準
戦
時
世
制
を
樹
て
た

の
で
第
一
次
第
二
次
何
れ
の
凹
ヶ
年
計
置
に
も
一
貫
L
た
肱
策
は
貰
か
れ
て
ゐ
る
自
で
る
る
が
、
第
一
次
円
ヶ
年
計
書
時
代
に
は
失
業
の
克
服
に
主
力
を

佐
官
、
一
九
三
四
年
ま
で
に
は
大
世
の
解
決
を
つ
け
た
。
失
業
車
肱
白
怨
に
大
規
模
に
起
さ
れ
た
公
私
の
第
働
創
出
政
策
主

E
z
g
F島
幸
E
E
K
)

が
成
放
し
た
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
ア
ワ
タ
リ
キ
I
政
策
は
食
糧
品
・
工
業
原
料
の
自
給
へ
の
確
保
の
た
め
の
努
力
ー
と
な
り
そ
れ
は
一
に
は
農
業
扱
興
農

村
改
革
と
し
て
又
他
に
は
代
用
品
工
業
白
促
謹
と
な
P
で
視
は
れ
こ
れ
が
又
従
車
白
工
場
設
備
機
械
を
一
墜
す
る
に
至
っ
た
。
農
業
I
C

共
に
工
業
内
再
編

成
主
い
ふ
こ
と
が
こ
の
期
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
ワ
た
。
第
二
次
回
ヶ
年
計
警
は
ア
ウ
タ
ヲ
キ
1
政
策
の
強
化
で
あ
る
が
準
職
時
開
制
は
串
ろ
職
時
唖
制
に

入
れ
り
と
み
る
べ
〈
一
九
=
五
年
頃
か
ら
活
穫
に
な
っ
た
再
軍
備
は
麗
に
一
段
と
強
化
さ
れ
て
鍛
・
金
属
・
建
築
工
業
に
無
数
の
努
働
者
を
要
求
す
る
こ

と
是
な
っ
た
。
勢
働
配
置
肱
策
が
第
二
戎
阻
ん
7

年
計
萱
に
重
り
て
愈
々
切
買
な
る
担
済
政
策
白
問
題
と
な
れ
る
は
こ
の
事
情
に
よ
る
。

理
論
的
必
要

E 



4
、
新
し
き
「
叶
労
働
D
権
利
」
D
主
張

持

吾
人
は
ナ
チ
ス
白
努
働
規
及
び
持
働
奉
仕
D
諸
論
に
於
て
詳
漣
せ

L
如
く
民
族
共
同
惜

に
あ
り
で
は
総
て
白
人
は
金
値
白
鋳
に
持
働
或
は
給
付
を
在
す
べ
き
道
徳
的
義
務

(
m
E
5
0
3『

Z
E
Z
D
g
を
有
ナ
る
。
殺
に
杢
酬
臨

od岬
犯
と
は
必
十
し
も
そ
の
弊
働
や
給
付
白
無
償
的
友
る
己
と
を
意
味
し
た
い
。
私
布
財
産
や
私
的
企
業
主
原
則
と
廷
す
ナ
チ
ス
岡

家
に
於
て
は
勿
論
持
働
や
給
付
は
原
則
と
し
て
有
償
的
左
る
が
、
全
般
主
義
的
立
場
か
ら
は
給
付
や
創
浩
は
個
人
的
意
味
を
も
っ
と

同
時
に
金
値
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
葦

L
民
族
そ
の
も
の
は
一
の
生
活
共
同
憾
で
あ
り
'
生
け
る
金
剛
胆
で
あ
り
組
織
で
あ
る
。

民
肱
そ
の
も
白
が
全
般
と
し
て
意
士
山
を
布
し
目
的
主
有
し
行
動
を
有
す
る
を
み
れ
ば
そ
れ
は
明
か
で
あ
ら
う
。
而
し
て
民
族
が
か
h

る
意
志
阿
的
行
動
を
有
せ
ん
が
潟
に
は
そ
れ
に
必
要
注
る
機
能
も
物
資
も
総
て
は
民
族
を
構
成
す
る
個
に
よ
っ
て
調
達
準
備
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
ナ
チ
ス
は
個
D
峨
浩
司
や
持
働
を
賞
行
か
ぐ
白
如
き
金
剛
閥
的
・
共
同
鰹
的
機
能
干
創
造
の
分
携
な
り
と
酬
明
十
る
。
ナ
チ
ス

に
於
て
は
各
人
白
持
働
干
給
付
は
強
制
さ
Z

A
に
非
宇
し
て
自
由
な
り
と
せ
ら
る
主
が
、
モ
白
自
由
た
る
や
個
人
主
義
線
開
に
立
つ

利
己
的
放
窓
主
意
味
す
る
に
非
宇
し
て
、
以
上
白
如
き
個
と
金
と
の
閲
係
白
正
し
き
認
識
よ
り
す
る
積
極
的
自
強
的
危
給
付
創
造
の

自
由
を
怠
味
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ナ
チ
ス
祉
舎
に
あ
り
で
は
持
働
や
給
付
は
自
明
的
社
共
同
徳
的
義
務
で
あ
り
道
徳
的
要
請
で

あ
る
。
総
て
白
人
は
各
々
の
権
首
す
る
峨
業
や
曲
目
働
の
共
同
慨
的
意
義
h
p
認
識
し
て
出
来
る
だ
け
共
問
機
的
要
請
に
臆
ふ
べ
〈
努
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
む
。
而
し
で
か
i
h

る
共
同
値
的
友
義
務
心
一
遵
奉
は
全
鵠
白
繁
柴
を
結
果
す
る
と
同
時
に
首
然
に
又
全
醐
閣
を
構
成
す

る
個
の
繁
栄
を
結
果
す
る
こ
と
に
な
る
。
ナ
チ
ス
は
「
総
て
白
同
胞
に
生
柄
拘
上
の
可
能
性
を
興
へ
る
」
こ
と
や
生
前
標
準
の
向
上

を
岡
家
政
策
上
白
指
標
と
た
し
て
ゐ
る
的
、
そ
れ
は
か
く
の
如
雪
全
館
的
機
構
や
過
程
を
過
し
て
の
み
可
能
と
友
る
。
さ
れ
ば
全
悌

。
潟
に
も
個
白
筋
に
も
各
人
白
給
付
や
労
働
ζ

そ
は
そ
の
根
本
を
友
ナ
。
ナ
チ
ス
の
所
間
「
弊
働
D
義
務
」

(
E
E
Z
骨
司
〉
F
2
4

と

は
か
く
り
如
き
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
新
し
〈
生
ま
れ
た
「
持
働
の
権
利
」

(
F
o
Z
似旦

k
f
E
C
と
い
ふ
語
は
、
か
〈
白
如
き
岡

ナ
チ
ス
勢
働
配
置
白
原
理

停

競

第
五
十
三
春

"、
五

先，

A. Holtz， NationalsozIalistische Arbeiispolitik S. 55 
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ず
ナ
ス
勢
倒
配
置
白
原
理

俸
五
十
二
審

F又

大

樺

輔

C 

民
白
道
徳
的
義
務
培
地
行
の
震
に
岡
氏
自
国
家
に
謝
す
る
道
徳
的
要
求
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

自
由
主
義
に
は
「
弊
働
D
義
務
」
も
た
叫
り
れ
ば
「
持
働
白
樺
剥
」
も
た
い
。
祉
品
開
民
主
主
義
的
思
想
に
よ
り
て
生
ま
れ
た
ワ
イ
マ

ー
ル
憲
法
は
、
「
棉
テ
ノ
絹
治
人
民
ハ
共
ノ
精
一
脚
的
及
肉
般
的
ノ
力
(
同
E
3
ヲ
公
共
ノ
開
剥
=
趨
ス
ル
鋳
ニ
活
用
ス
ベ
キ
道
徳
上
ノ

義
強
ヲ
負
フ
」
と
友

L
、
続
い
て
「
綿
テ
ノ
狽
逸
人
民
ハ
共
ノ
経
済
的
野
働
ニ
依
明
共
ノ
生
活
資
料
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
符
ヘ
キ
機
合

ヲ
血
(
へ
ラ
ル
ヘ
シ
」
と
あ
る
も
、

「
弊
働
白
樺
利
」
と
い
ふ
概
念
は
明
確
な
ら
歩
、
従
円

J

て
第
働
を
阿
興
す
る
政
策
は
概
念
的
た
も

の
と
友
り
途
に
数
百
高
の
失
業
者
を
山
刊
す
忙
至
っ
た
。
ナ
チ
ス
に
至
り
て
始
め
て
弊
働
の
義
務
と
穫
剰
と
が
一
閥
的
に
結
び
つ
け
ら

「
持
働
の
構
刺
」
は
「
勢
働
む
義
務
」
を
途
行
せ
ん

矯
に
要
求
せ
ら
れ
る
園
民
白
道
徳
的
要
求
忙
し
て
法
律
上
或
は
公
法
上
の
観
念
で
は
な
い
科
、
貫
際
問
題
と
し
て
は
失
業
主
克
服

L

れ
労
働
む
椿
利
白
具
鰭
化
が
重
要
注
る
園
家
政
策
と
た
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

且
つ
新
経
済
政
策
を
遂
行
す
る
震
に
現
賓
的
た
切
貴
注
要
求
と
な
っ
て
あ
ら
は
れ
た
。
ナ
チ
ス
に
上
る
「
勢
働
白
樺
利
」
た
る
概
念
の

四
論
付
け
を
み
る
に
、
上
述
の
如
〈
民
族
共
同
簡
に
於
て
は
総
て
白
人
は
共
同
躍
の
一
肢
鰐
と
し
て
全
憾
的
生
命
の
粧
瞥
に
奉
仕
す

べ
雪
道
徳
上
の
義
務
br
有
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
全
醐
聞
に
奉
仕
す
る
と
は
全
韓
の
鋳

K
創
造
を
な
す
こ
と
剖
ち
弊
働
給
付
を
な
す
己
と

に
外
な
ら
ね
と
す
れ
ば
総
て
白
人
は
道
徳
的
義
務
遂
行
の
矯
に
持
働
す
る
D
機
舎
を
奥
へ
ら
れ
ね
ば
及
ら
ね
。
換
言
す
れ
ば
綿
て
の

人
は
曲
目
働
の
機
舎
を
興
へ
ら
る
L

こ
と
を
岡
家
に
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
そ
れ
と
そ
所
謂
足
労
働
の
権
利
L
(
同
E
E
E『
骨
耳
目
【
)

で
あ
る
c

き
れ
ば
椎
利
と
い
う
で
も
個
人
主
義
的
な
利
己
白
筋
白
主
張
に
非
宇
し
て
共
同
躍
的
泣
義
務
履
行
の
潟
の
要
求
で
あ
り
義

務
白
潟
白
徳
利
で
あ
る
。
さ
て
「
勢
働
白
槙
利
」
に
よ
れ
ば
各
岡
民
同
胞
に
は
常
に
接
働
給
付
の
可
能
世
言
。
四
E
M
W
E
N
5
E
E
Zぽ

E
E
m
F
]
E
n
g
-
r
m岡
市

EWUE
官
官
20H仲間。唱
Z
D
E
)が
奥
へ
ら
れ
ね
ば
注
ら
む
。
而
し
て
常
に
第
働
給
付
の
可
能
性
を
有
す
る
と
い

ふ
己
と
は
人
々
は
常
に
一

9

0
而
し
て
彼
白
持
働
揚
所
主
有
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
総

τ
の
人
に
一
つ
の
持
働
揚
所
主
(
』
E
E

ザイマ【ル憲法第百六十三棟参照。
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2
5白
身
Z
5
1
5
)
而
し
て
憾
で
の
人
に
彼
の
弊
働
揚
所
を
守
骨
5
2
5
g
k
f
Z
5
1
5
)
と
い
ふ
こ
と
が
「
持
働
の
樺
利
」
の
本
義
で

あ
る
。
さ
れ
ば
「
持
働
白
樺
利
」
は
皐
な
る
「
生
存
の
構
利
」

(
F
n
E
E「
F
E
E
N
)
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
卸
ち
生
存
の
楢
利
と
し
て

要
求
せ
ら
る
t-A

杭
品
目
的
救
護
な

E
Pと
混
滑
す
ペ
昔
も
白
で
左
い
。
そ
れ
は
凡
て
の
一
人
に
勢
倒
給
付
の
絶
針
的
に
確
保
せ
ら
る
L
可
能

性
を
興
ふ
る
己
こ
一
'

邑

り
「
努
働
給
付
へ
白
樺
利
L
(
F
O
V汁

E
『
『
E
E巴
で
る
る
と
も
い
ひ
う
る
白
で
あ
る
。
人
は
持
働
揚
所
に
於
て
持
働
給
付

E
K
す
と

と
に
よ
り
て
始
め
て
そ
の
存
在
比
名
器
あ
ら
し
め
ら
れ
債
値
あ
ら
し
め
ら
る
A

D
で
あ
る
。
さ
て
岡
家
が
岡
民
の
か
く
の
如
雪
「
勢

働
白
樺
利
」
を
認
む
る
と
す
れ
ば
、
か
の
無
震
に
苦
し
む
失
業
社

E
を
生
ぜ
し
む
べ
吉
で
な
く
、
総
て
の
労
働
力
を
常
に
弊
働
揚
所

に
配
置
す
る
の
政
策
を
樹
て
L
左
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
己
れ
が
ナ
チ
ス
白
所
謂
勢
倒
配
置
政
策

(
T
E
Z
H
E
n
s
o
E
r
)
で
あ
る
。
卸
ち

持
働
配
置
政
策
は
園
民
の
有
す
る
持
働
白
梅
利
を
現
質
的
・
具
醐
間
的
に
行
使
せ
し
む
る
錦
白
政
策
で
あ
り
岡
氏
は
之
に
よ
り
て
始
め

て
共
同
膿
的
道
徳
的
義
務
を
果
す
と
左
を
う
る
。
又
か
L

る
政
策
に
よ
り
て
岡
氏
に
一
定
白
所
得
が
柑
保
せ
ら
れ
生
活
向
上
白
可
能

性
が
興
へ
ら
れ
、
人
は
楓
て
帥
目
的
揚
所
に
編
入
せ
ら
る

h
K
至
り
て
祉
舎
は
疋
し
き
帥
労
働
白
秩
序
を
有
す
る
と
と
、
な
る
。め

ナ
チ
ス
に
於
け
る
持
働
の
配
置
は
道
徳
的
要
求
で
あ
る
と
同
時
に
叉
経
済
的
理
性
の
命
A
判
官
問
。
o
E【

回
、
経
済
的
現
性
の
要
求

込

E
E
E
n
E
F
E
E
F
E
g喜
)
で
あ
る
。
抑
も
ナ
チ
ス
は
僻
労
働

E
以
て
経
済
白
根
本
と
な
し
資
本
主
義
の
従
来
の
経
済
観
を
弛
棄
し

て
し
ま
っ
た
。
彼
等
に
よ
れ
ば
「
人
間
は
思
惟
す
る
以
前
に
呼
吸
す
る
が
そ
れ
と
同
様
に
人
聞
は
経
済
を
行
ム
前
に
労
働
す
る
」
の

で
あ
り
「
努
働
は
綿
て
白
経
済
に
先
行
す
る
」
。
自
由
主
義
者
は
資
本
を
以
て
経
済
の
根
本
と
た
し
資
本
が
持
働

E
創
造
す
る
様
に
信

じ
た
が
、
資
本
と
そ
は
持
働
に
よ
り
て
創
遁
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
、
物
と
し
て
む
資
本
が
人
聞
を
動
か
し
人
聞
の
持
働
を
創
誼

す
る
た

E
は
あ
り
え
た
い
白
で
あ
る
。
資
本
が
鋒
働
を
創
治
し
た
り
又
は
失
業
さ
せ
た
り
す
る
如
〈
み
ゆ
る
の
は
買
は
資
本
家
的
法

ナ
ナ
ス
勢
働

就
白
匝
碩

F、
七

第

世

第
五
寸
一
一
巻

占Gerh町 dt，a. a. O. S. 177 
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ヲ
チ
ス
捗
働
配
置
の
原
理

第
五
十
三
容

丹、

八、

静

観

則
に
よ
る
資
本
の
機
能
た
白
で
あ
っ
て
資
本
そ
の
も
の
h
力
で
は
た
い
の
で
あ
る
。
寅
に
「
勢
働
己
そ
葬
働
を
創
造
す
る
L
。
従
来
屡

々
人
白
考
へ
し
如
く
資
本
と
曲
目
働
の
針
立
と
か
調
和
止
か
い
ふ
と
と
は
正
営
た
事
物
の
T

認
識
に
非
守
し
て
労
働
に
こ
そ
唯
一
白
樺
利

2
F
B
E
E
P同
旨
宮
戸
時
)
を
附
興
す
べ
き
も
り
で
あ
か
。
か
く
考
ム
る
時
、
持
働
力
は
「
国
民
の
一
唯
の
最
大
白
然
も
自
然
的
た
財

産(口
E
口
で
あ
り
富
(
問
。
5
E
E
)
で
あ
る
。
乙
の
持
働
力
忙
よ
り
て
持
働
が
創
造
さ
れ
資
本
も
造
成
さ
れ
る
。
さ
れ
ば
己
の
持
働
力

を
合
理
的
に
利
用
す
る
己
と
が
経
消
の
根
本
で
あ
る
。
経
済
は
本
質
的
に
資
本
D
組
織
と
い
ふ
よ
り
も
持
働
の
組
織
で
あ
る
べ
き
た

り
と
い
は
る
与
は
と

D
理
由
で
も
あ
る
。
然
も
亦
か
や
う
た
弊
働
力
は
圃
民
が
民
族
的
に
相
続
し
た
る
財
産
で
あ
り
民
族
か
ら
自
然

的
に
奥
へ
ら
れ
た
る
力
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
民
族
の
震
に
金
贈
白
隔
利
。
矯
に
使
用
す
べ
き
も
の
で
あ
り
断
じ
て
私
有
物
と
し

て
非
全
種
的
に
浪
費
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
締
て

D
図
民
自
第
義
務
は
精
一
岬
的
・
肉
樫
的
に
創
遣
す
る
己
と
に
あ

ー

る
」
(
ち
…
崩
領
)
と
在
す
所
以
叫
も
亦
夜
に
あ
る
。
富
や
資
本
O
創
法
力
と
し
て
の
持
働
力
を
利
用
苦
d

る
か
の
失
業
の
如
曹
は
大

な
る
不
合
理
で
あ
り
損
失
で
あ
る
。
利
用
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
弊
働
力
は
之
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。
あ
ら
ゆ
る
弊
働
力
が
最
も

合
岨
的
に
利
用
さ
れ
た
る
場
合
資
本
白
造
成
も
最
大
で
あ
り
岡
民
生
活
の
向
上
も
亦
自
ら
期
待
し
う
る
。
失
業
の
如
き
は
己
れ
の
葬

働
力
を
利
用
せ
ざ
る
の
み
な
ら
宇
更
に
他
の
創
造
せ
る
園
民
的
生
産
物
を
消
耗
す
る
D
で
b
る
か
ら
そ
の
損
失
は
二
重
と
い
ム
ペ
〈

し
か
も
使
用
せ
ざ
る
持
働
力
は
次
第
に
退
化
す
る
も
り
友
る
が
故
に
例
へ
復
減
す
る
と
雌
も
給
付
能
力
が
減
退
す
る
も
の
と
み
な
け

国

れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
れ
ば
園
民
経
済
的
立
揚
か
ら
い
へ
ぽ
、
あ
ら
ゆ
る
闘
民

o
b
ら
ゆ
る
葬
働
力
は
不
断
に
し
か
も
そ
れ
が
最
大
給
付

泊

能
力
を
護
揮
し
う
る
様
に
合
理
的
に
使
用
せ
ら
る
a
A

己
と
が
経
済
的
理
性
白
要
求
す
る
所
で
あ
る
。
己
白
己
と
は
特
に
潟
逸
の
如
〈

闘
民
D
三
分
の
一
一
が
葬
働
者
予
ラ
リ
1
7
y
と
し
て
労
働
す
る
「
弊
働
白
岡
家
」
に
と
り
で
は
岡
民
経
済
上
決
定
的
な
重
要
さ
を
も
っ

も
む
で
あ
る
。
而
し
で
あ
ら
ゆ
る
図
民
の
努
働
力
が
不
断
に
し
か
も
最
大
給
付
能
力
主
愛
揮
す
る
に
は
如
何
に
す
べ
昔
か
、
そ
れ
に

'Brucker-Meyttre， a. a. O. S. 3-
Brucker.Meystre， a. B. O. S. 3 
Brucker-Meystre， a. a. O. S. 4 
A. Holtz.， B. a. O. S・40.



は
締
て
り
労
働
能
力
あ
る
園
民
に
不
断
に
例
之
失
業
た

E
友
か
ら
し
む
る
様
に
、
曲
目
働
揚
所

(
T
F
2
5
E
N
)
を
配
置
し
、
し
か
も
そ

れ
が
遁
材
適
所
の
原
則
に
副
ム
様
に
せ
ら
る
べ
き
己
と
で
あ
る
。
か
〈
の
如
き
犬
規
模
た
る
園
民
持
働
白
配
置
は
乍
併
図
民
経
済
を

全
局
的
に
指
導
し
統
制
し
う
る
園
家
に
し
て
始
め
て
可
能
に
し
て
他
の
如
何
友
る
機
関
も
た
し
え
泣
い
。
己
れ
図
家
白
弊
働
配
置
政

策
を
必
要
と
注
す
所
以
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
共
同
憶
は
所
謂
職
業
的
身
分
枇
舎
で
あ
る
。
各
人
は
そ
り
捨
営
す
る
祉
舎
的
職
業
に
よ
り
て

職
業
的
身
分
主
獲
得
し
、
職
業
的
身
分
は
共
同
慣
的
に
保
護
せ
ら
る
ix

に
よ
り
て
始
め
て
認
に
経
済
と
枇
舎
と
は
一
億
化
し
て
、
諸
問

八
、
枇
舎
的
秩
序
の
要
求

時
代
の
如
〈
経
静
か
ら
遊
離
す
る
枇
舎
や
祉
舎
か
ら
遊
離
す
る
経
済
白
如
き
が
解
消
せ
ら
れ
、
枇
舎
の
鶏
白
経
済
、
経
済
白
矯
の
祉

曾
が
具
現
せ
ら
る
h

の
で
あ
る
。
さ
で
か
t
A

る
職
業
的
身
分
枇
舎
に
あ
り
で
は
締
て
白
人
は
何
ら
か
白
職
業
に
編
入
せ
ら
れ
現
寅
に

持
働
に
従
事
し
怠
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
は
個
人
に
謝
す
る
一
位
曾
白
要
求
で
も
あ
り
又
個
人
白
吐
舎
に
劃
す
る
要
求
で
も
あ
る
。
詳
言

す
れ
ば
何
人
も
前
時
代
の
如
〈
資
本
家
的
原
則
に
よ
り
て
失
業
し
た
り
枇
合
か
ら
放
出
さ
れ
た
り
す
ぺ
雪
で
た
い
。
若
し
新
し
き
祉

舎
が
寓
人
に
持
働
の
揚
所
を
血
(
へ
彼
等
を
峨
業
身
分
的
に
保
護
し
え
な
い
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、

共
同
組
D
破
壊
で
あ
り
失
敗
で
あ

る
。
か
く
の
如
き
は
ナ
チ
ス
革
命
を
無
意
味
た
ら
し
む
る
も
の
た
る
が
故
に
、
新
一
位
合
白
秩
序
在
確
立
す
る
矯
に
寓
人
に
持
働
揚
所

を
配
世
す
る
持
働
配
置
政
策
は
か
〈
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
た
っ
て
く
る
。
高
人
が
勢
働
揚
所
を
も
っ
己
と
に
よ
り
で
所
得
を
不
断

K

確
保
す
る
と
と
に
た
り
生
活
D

安
定
が
期
待
さ
れ
る
。
持
働
配
置
は
賓
に
と
の
意
味
に
於
て
は
国
民
の
生
活
へ
白
樺
利

(
F
n
Z

E
E
『
Z
L刊
で
あ
る
。
生
活
の
安
定
は
家
族
主
有
つ
父
の
揚
合
に
於
て
は
特
に
重
要
で
あ
る
。

失
業
の
一
家
全
摺
白
物
質
的
精
一
脚

的
に
及
ぼ
す
影
響
は
甚
大
た
る
も
の
が
あ
る
。
生
活
の
一
安
定
あ
り
て
始
め
て
家
族
生
活
の
安
定
が
あ
り
、
各
家
族
生
活
の
安
定
に
よ

り
て
枇
曾
会
館
も
安
定
す
る
。
生
活
白
安
定
た
曹
所
に
は
如
何
た
る
枇
曾
に
も
安
定
が
た
い
。
加
之
、
生
活
の
安
定
た
き
所
に
は
白

ナ
チ
ス
勢
働
配
置
白
原
理
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ナ
チ
ス
努
働
配
置
白
原
理

第
五
十
二
巻

第

説

九
O 

四

ら
結
婚
も
抑
制
せ
ら
れ
又
出
産
が
制
限
さ
れ
る
。
か
く
て
人
口
問
題
を
惹
超
せ
ざ
る
を
え
ね
。
葬
働
配
置
政
策
の
及
ぷ
所
文
甚
大
た

り
と
い
は
ね
ば
友
ら
ぬ
。

更
忙
翻
っ
て
考
察
す
る
に
批
合
秩
序
が
確
立
し
個
人
の
生
活
が
安
定
し
て
も
、
枇
曾
が
騒
々
乎
と
し
て
護
展
す
る
震
に
は
常
に
逗

し
き
祉
合
的
創
造
一
が
一
行
は
れ
ね
ば
た
ら
む
白
一
舵
舎
比
定
し
き
創
遣
が
行
は
れ
る
に
は
各
自
が
そ
の
能
力
を
最
大
限
忙
議
採
し
た
け
れ

ば
た
ら
ね
。
各
人
が
そ
の
能
力
を
最
大
限
に
稜
都
せ
ん
に
は
枇
曾
的
に
所
謂
遁
材
適
所
の
原
則
が
行
は
れ
て
ゐ
た
け
れ
ば
左
ら
ね
。

か
干
う
た
枇
舎
的
調
材
油
所
の
原
則
は
前
時
代
白
如
〈
弊
働
の
機
舎
が
寓
人
に
公
平
に
恵
ま
れ
や
且
又
資
本
家
的
利
欲
白
震
に
恋
意

的
に
人
々
の
勢
働
を
搾
取
し
た
る
揚
合
に
於
て
は
行
は
れ
え
友
か
っ
た
。
か
ミ
る
政
策
は
園
民
的
立
揚
か
ら
且
大
た
る
園
民
的
弊
働

を
全
局
的
に
見
渡
し
て
地
域
的
産
業
的
に
持
働
白
配
分
を
調
整
し
趨
材
を
趨
所
に
配
分
し
う
る
力
あ
る
も
の
忙
し
て
始
め
て
可
能
で

あ
り
、
そ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
ほ
く
国
家
の
弁
に
は
た
い
の
で
あ
る
。
貨
に
葬
働
配
置
に
よ
り
て
綿
て
の
持
働
能
力
あ
る
人
々
は
掛
働

白
機
舎
を
平
等
に
え
、
薮
托
人
々
の
自
由
た
る
競
守
が
許
苫
れ
枇
舎
的
た
淘
汰
も
可
能
と
左
り
、
祉
曾
的
な
創
造
を
促
進
す
る
と
同

m
 

時
に
有
能
島
る
個
λ
D
護
展
を
可
能
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
逼
し
き
創
造
の
行
は
る
L
祉
舎
、
ナ
千
ス
の
所
謂
給
付
由
共
同

健

(
r
E
E四郎唱
5
2邑

H
t
F
)

業
績
の
枇
舎
主
義

3
2
E
Z
E
且
R
V目。，
B
E
g
-
骨
建
設
せ
ん
に
は
園
家
的
た
勢
働
の
配
置
に
挨
た
h
M
ぼ

た
ら
自
由
で
あ
る
。

四

勢
働
配
置
政
策
の
擦
る
べ
き
原
則

一
全
膿
的
利
盆
の
原
則

全
館
主
義
白
下
に
於
て
は
お
然
で
あ
る
が
、
人
白
配
置
は
物
の
配
置
よ
り
も
一
層
重
要
性
を
帯
び
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
と
を
知
ワ
て
そ

之
は
持
働
配
置
が
全
鰻
帥
ち
民
族
の
踊
祉
の
震
に
な
さ
る
べ
曹
の
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
民
族
主
義
・

A. Holtz， a. a.. O. S. 28. 
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。
会
慢
的
立
場
を
堅
持
す
る
の
み
た
ら
中
金
鑓
附
剥
盆
を
最
大
た
ら
し
む
る
様
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
蓋
し
物
或
は
資
本
は
結
局

は
人
に
よ
り
て
動
か
さ
れ
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
配
置
は
物
或
は
資
本
白
生
産
消
費
比
大
友
る
影
響
を
も
つ
の
み
た
ら

。
・
宇
、
入
閣
は
意
士
山
し
感
情
し
生
活
す
る
も
の
在
る
が
敢
に
人
白
配
置
は
配
置
せ
ら
る
L
人
そ
白
も
の
に
と
り
て
白
大
在
る
問
題
で
あ

り
、
延
い
で
は
一
園
白
祉
曾
上
文
化
上
そ
し
て
又
勿
論
政
治
上
の
重
大
た
る
結
果
を
賀
ら
す
が
故
で
あ
る
。
金
曜
的
利
盆
を
第
一
と

た
す
と
い
ム
E
と
は
私
盆
に
囚
は
る
べ
か
ら
ざ
る
E
と
の
要
求
た
る
は
言
ふ
迄
も
在
い
が
、
例
へ
公
益
的
・
枇
曾
的
に
し
て
も
地
方

的
文
は
部
門
的
た
要
求
に
・
支
配
さ
れ
て
は
た
ら
印
刷
己
と
を
要
求
す
る
。
民
族
の
生
は
現
在
の
み
在
ら
中
眼
前
衆
に
亙
り
て
溌
展
し
て
や

ま
也
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
生
成
の
過
程
に
あ
る
民
族
的
金
躍
的
生
活
に
於
け
る
持
働
の
一
配
置
友
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
詳

言
す
れ
ば
持
働
配
置
は
現
在
の
み
た
ら
十
勝
来
を
も
考
へ
、
而
し
て
現
在
に
就
て
之
を
み
れ
ば
そ
れ
は
経
済
に
最
も
密
接
た
闘
係
あ

り
と
離
も
、
筒
、
祉
曾
・
文
化
及
び
政
治
関
係
を
百
考
慮
す
ぺ
〈
、
更
に
又
経
済
と
い
っ
一
て
も
そ
白
腕
野
を
草
に
農
業
と
か
工
業
正

か
の
一
面
に
偏
せ
し
め
や
普
く
あ
ら
ゆ
る
部
門
を
包
括
す
る
経
済
全
憶
を
考
廉
し
怠
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
己
の
事
は
一
枇
舎
・
文
化
・
政

治
に
於
て
も
亦
同
様
で
あ
り
、
帥
ち
刷
曾
的
・
文
化
的
・
政
治
的
金
障
を
考
慮
し
て
以
て
葬
働
配
置
の
緩
急
多
寡
を
決
定
す
べ
き
で

あ
る
。
之
を
要
す
る
に
持
働
配
置
は
庚
き
立
揚
か
ら
且
つ
生
成
す
る
も
白
と
し
て
白
民
族
政
策
の
立
場
か
ら
最
も
全
臆
的
に
み
て
利

盆
の
大
な
る
己
と
を
原
則
と
し
て
決
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
自
由
持
働
白
原
則
の
確
保
持
働
配
誼
政
策
は
自
由
持
働
の
原
則
を
駿
棄
す
る
も
白
で
は
な
〈
持
働
は
依
然
と
し
て
自
由
で
あ

る
。
帥
ち
峨
業
の
種
類
勢
働
の
揚
所
・
弊
働
の
移
動
等
は
原
則
と
し
て
自
由
あ
で
つ
て
何
等
岡
家
D
強
制
原
則
が
之
に
代
る
り
で
は

た
い
ナ
。
ヤ
ス
は
自
由
百
E
r
g
-
は
澗
遁
の
中
活
の
原
別
で
あ
る
。
吾
人
は
狗
逸
的
に
感
じ
思
惟
し
又
は
創
造
し
給
制
叫
す
る
白
自
由

を
欲
す
ス
吋
c

従
っ
て
ナ
チ
ス
革
命
は
経
済
を
鑓
革
す
る
が
決
し
て
回
シ
ヤ
の
如
〈
経
済
を
園
家
化

2
3
E吾
作
吉
田
町
)
し
た
り
中
央
集

ナ
チ
ス
努
働
配
置
白
原
理

静
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十
二
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第
一
品
十
二
巻

空事

捜

六

九

ナ
チ
ス
捗
働
配
置
白
原
理

構
化
し
た
り
す
る
り
で
は
友
~
、
各
人
の
共
同
組
的
な
道
徳
を
強
礎
止
す
る
自
由
経
済

q
E
Z号
岳
阿
国
)
を
確
立
せ
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
と
友
す
。
従
っ
て
ナ
チ
ス
経
済
の
下
で
は
持
働
も
企
業
も
も
vr一
よ
り
自
由
に
し
て
閥
t

家
樺
力
に
よ
り
て
強
制
さ
れ
る
と
と
は

た
い
。
か
く
白
如
き
自
由
持
働
は
弁
働
を
以
て
人
格
の
表
現
な
り
と
在
す
ナ
チ
ス
の
倫
理
問
・
弊
働
相
慨
に
帥
臆
す
る
の
で
あ
る
が
そ

れ
の
み
な
ら
十
、
叉
自
向
努
働
に
し
て
始
め
て
経
済
は
設
建
し
て
進
歩
す
る
白
で
あ
る
。
槽
力
に
よ
り
て
強
制
せ
ら
る
ミ
非
自
由
弊
働

は
人
聞
の
持
働
意
志
を
扮
げ
て
、
積
極
的
危
創
造
は
行
は
れ
え
ざ
る
に
至
り
、
か
く
り
如
き
経
済
は
決
し
て
護
展
す
る
も
白
で
は
在

い
。
さ
れ
ば
自
由
勢
働
乙
モ
創
造
的
進
歩
的
経
済
の
基
本
を
注
す
。
ナ
チ
ス
白
弊
働
配
置
政
策
は
か
6
h

る
持
働
白
自
由
を
抑
止
す
る

も
白
に
非
ー
下
、
否
寧
ろ
各
人

K
か
a
h

る
労
働
の
自
由
創
浩
の
自
由
を
輿
へ
ん
た
め
に
、
換
言
す
れ
ば
各
人
が
自
由
友
る
持
働
の
模
利

(mE昆

nakrrs
と
し
て
国
家
に
要
求
す
る
も
の
を
閤
家
白
義
務
と
し
て
興
へ
ん
震
に
行
ふ
の
で
あ
る
。

而
し
て
閣
家
が
岡
氏
に

か
a
A

る
自
由
を
か
L

る
樫
利
を
興
へ
ん
潟
に
普
く
産
業
や
地
域
を
見
通
し
て
持
働
の
配
置
に
過
不
足
た
か
ら
し
め
ん
と
す
る
と
と
は

之
れ
や
む
を
え
ぎ
る
と
と
で
あ
り
且
又
首
然
に
合
理
的
な
り
と
し
泣
け
れ
ば
友
ら
ぬ
。
ナ
チ
ス
弊
働
配
間
政
策
は
努
働
D
強
制
的
配

分
を
意
味
せ
十
図
氏
の
自
由
持
働
白
潟
に
行
は
る
L
A

統
制
に
す
ぎ
ぬ
。
と
の
意
味
に
於
て
弊
働
配
置
政
策
は
有
〈
も
持
働
意
志
を
阻

止
す
る
が
如
吉
方
法
を
極
力
避
け
ら
る
べ
き
で
あ
可
制
。

信
適
材
適
所
の
原
則
己
白
原
則
は
凡
ゆ
る
人
を
し
て
波
に
相
膝
し
雪
詳
言
す
れ
ば
彼
の
個
性
・
教
養
・
能
力
に
趨
合
ナ
る
持
働

揚
所
を
え
せ
し
め
よ
と
い
ふ
こ
と
を
命
守
る
。
ナ
チ
ス
は
持
働
配
置
の
目
標
と
し
て
「
凡
で
の
人
に
一
の
持
働
場
所
を
そ
し
て
凡
で

の
人
忙
彼
の
捧
働
場
所
を
」
と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
「
彼
自
持
働
場
所
L
と
は
か
〈
白
如
雪
、
人
々
に
と
り
で
の

E
L雪
弊
働
場
所

(
骨
号
室
岡
O
E
n
-
-
m
)
を
、
換
言
す
れ
ば
適
材
を
泊
所
に
困
置
せ
土
と
の
義
友
の
で
あ
H
U
。
さ
て
か
〈
心
如
昔
趨
材
適
所
の
原
則
は
、

経
済
的
に
み
れ
ば
そ
の
然
ら
ざ
る
揚
所
に
比
し
て
能
率
業
績
を
上
げ
う
る
己
と
は
言
ふ
ま
で
も
注
〈
、

従
っ
て
そ
れ
は
、

叉
園
民

J. Gerhaardt， a. a. O. S. I78 
~nlc_ker-Meystre， a. a. O. S. 49. J. Ccrhardt， a. a. 0.. S. z∞ 
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的
・
公
益
的
左
首
然
公
の
要
求
な
り
と
い
は
院
ば
左
ら
血
。
叩
叫
ん
や
共
同
憶
を
給
付
業
積
・
持
働
白
共
同
種
た
ら
し
め
ん
と
し
て
ゐ
る

ナ
チ
ス
に
と
り
で
は
命
夏
白
己
と
で
あ
る
。
更
に
又
己
の
原
則
は
枇
合
的
に
み
れ
ば
、
こ
む
原
則
あ
る
に
よ
り
て
各
人
の
個
性
十
能

力
が
大
い
に
繋
揮
せ
ら
れ
て
業
績
を
高
む
る
に
よ
り
て
経
済
的
知
位
も
上
り
従
っ
て
又
自
ら
駐
合
的
に
も
向
上
し
う
る
可
能
性
主
興

ふ
る
と
と
に
友
る
。
加
之
、
こ
の
原
則
が
行
は
れ
る
に
よ
り
て
、
駐
合
生
活
の
基
準
が
能
力
本
位
と
な
る
に
よ
り
て
、
従
来
白
如
〈

資
本
家
的
特
槽
と
か
塵
迫
或
は
情
賞
た
ど
を
稀
薄
な
ら
し
め
、
舵
舎
の
階
級
的
封
立
を
解
消
す
る
に
役
立
つ
邸
ち
共
同
値
化
へ
白
前

進
で
あ
る
。
更
に
文
、
題
材
を
遁
所
に
於
て
大
い
に
護
展
せ
し
む
る
E
と
は
ナ
チ
ス
白
目
指
す
貴
族
主
義
に
も
合
し
て
枇
曾
の
創
浩

進
展
を
括
滋
な
ら
し
む
る
で
あ
ら
う
。
さ
で
か
〈
の
如
き
原
則
を
賞
施
す
る
震
に
、
ナ
チ
ス
は
或
は
隈
校
数
育
を
通
じ
或
は
職
業
相

談
所
に
よ
り
て
そ
白
就
撃
の
方
向
を
指
導
す
る
の
み
た
ら
や
、
或
は
叉
就
峨
後
白
勢
働
の
交
扱
を
行
は
じ
め
、
或
は
専
門
弊
働
者
を

専
門
以
外
の
券
働
に
従
事
せ
し
む
る
己
と
を
禁
中
る
等
の
諸
方
法
を
講
じ
っ
h
あ
る
白
で
あ
る
。

四
弾
力
の
原
則
己
の
原
則
は
野
働
配
置
政
策
が
公
式
化
形
式
化
・
或
は
機
械
化
さ
れ
る
と
と
を
避
け
、
事
情
の
費
支
正
感
じ
て

適
宜
愛
化
す
べ
〈
或
は
又
例
外
的
廃
置
も
亦
可
能
な
ら
し
む
べ
き
と
と
を
要
求
す
均
的
。
勢
働
配
置
は
図
防
政
策
・
枇
曾
政
策
等
々
成

く
政
策
目
的
か
ら
生
十
る
粧
品
何
政
策
在
中
心
と
し
て
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
L

る
政
治
目
的
は
岡
際
関
係
や
関
内
事
情
に
よ

り
て
麓
化
す
ベ
〈
、
従
ヲ
て
叉
持
働
配
置
に
も
大
小
緩
急
が
あ
る
べ
昔
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
概
に
無
翻
し
て
政
策
を
化
石
化
し
官
僚

化
す
る
・
な
ら
ば
却
っ
て
政
治
目
的
に
反
す
る
己
と
ミ
在
る
。
ナ
千
ス
は
又
持
働
配
置
に
首
り
て
家
族
事
情
や
年
齢
事
情
な
ど
を
も
考

慮
す
べ
し
と
な
し
‘
例
へ
ば
家
族
姻
戚
閥
係
・
財
産
・
住
宅
関
係
等
か
ら
他
地
方
へ
移
動
し
難
き
も
む
な
ど
は
そ
れ
ら
の
事
情
主
制

酌
す
ペ
〈
、
更
に
又
年
齢
に
於
て
も
高
齢
者
と
青
年
止
の
聞
に
は
勢
働
配
置
能
力
に
自
ら
差
あ
る
べ
く
、
殊
に
又
、
家
族
主
有
す
る

失
業
者
心
配
置
の
如
昔
は
家
族
政
策
・
吐
舎
政
策
上
も
特
に
優
待
す
ぺ

ιと
注
し
て
ゐ
る
。
碑
カ
原
則
と
し
て
更
に
附
加
す
べ
雪
は

ナ
チ
ス
骨
骨
働
配
置
白
原
理

第
五
十
二
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九
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揮
ニ
続

七
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ナ
チ
ス
捗
働
配
置
。
原
理

揮
五
十
二
審

九
四

宮事

蛾

J、

ー
職
業
後
継
者
白
問
題
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
勢
働
配
置
の
遁

E
E期
す
る
鋳
に
諌
め
峨
業
殊
に
専
門
葬
働
者
白
後
継
者
を
養
成
す
る

の
政
策
を
と
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
場
合
そ
れ
ら
の
臓
業
の
将
来
を
特
に
考
慮
す
ペ
〈
、
公
式
的
に
後
継
者
を
多
〈
養
成
し
て
そ
の
慮

置
に
窮
す
る
が
如
昔
乙
と
り
た
か
ら
ん
と
と
を
警
し
め
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
券
働
配
置
は
一
に
園
家
の
政
治
目
的
に
副
び
他
に
は
最
、

大
給
付
能
力
を
稜
揮
せ
し
め
ん
と
す
る
経
済
目
的
に
出
づ
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
策
上
白
鑓
化
且
又
個
人
的
事
情
白
如
何
を
齢
酌
L

て
趨
骨
回
忙
・
な
す
べ
き
で
あ
っ
て
公
式
的
危
も
の
で
あ
っ
て
は
友
ら
自
の
で
あ
る
。

以
上
、
吾
人
は
融
労
働
配
置
政
策
の
謙
る
べ
き
原
則
主
連
べ
た
が
、
倫
ナ
チ
ス
は
持
働
白
配
置
は
た
る
べ
〈
自
然
的
に
し
か
も
合
哩

的
に
行
は
る
L
様
に
、
例
へ
ば
多
〈
の
失
業
者
を
出
し
て
事
後
的
忙
再
配
置
す
る
が
如
昔
己
と
や
、
持
働
白
特
定
部
門
に
の
み
多
く

白
就
職
希
望
者
の
殺
到
す
る
が
如
曹
と
と
左
か
ら
し
め
ん
と
し
て
、
い
は
ど
事
前
的
た
持
働
配
置
白
針
策
を
樹
て
計
書
的
組
織
的
に

そ
れ
を
進
め
て
ゐ
る
。
か
の
彪
大
友
領
域
政
策
・
弊
働
計
書
は
そ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
ゐ
る
、

E
の
事
後
的
た
配
置
よ
り
も
事
前
的
左

配
置
政
策
の
霊
腕
も
亦
持
働
配
置
の
原
則
と
し
て
附
記
せ
ら
る
ペ
昔
も
り
で
あ
ら
う
。
(
草
稿
未
完
}

r 


